
○富山市老人憩いの家条例施行規則 

平成１７年４月１日 

富山市規則第１０１号 

改正 平成１７年９月３０日富山市規則第２９４号 

平成２２年５月１７日富山市規則第４９号 

令和元年９月３０日富山市規則第３８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山市老人憩いの家条例（平成１７年富山市条例

第１５４号。以下「条例」という。）第１２条の規定に基づき、条例

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用の承認） 

第２条 老人憩いの家（以下「憩いの家」という。）を使用しようとす

る者は、入館の際、入館者受付簿に必要事項を記載して条例第３条の

２に規定する指定管理者（以下単に「指定管理者」という。）の承認

を得なければならない。 

２ 憩いの家を団体（１５人以上の集団で使用する場合をいう。）で使

用しようとする者は、使用日の５日前までに使用申請書を指定管理者

に提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の使用を承認したときは、使用承認書を交付す

るものとする。 

４ 前３項に定める書類の様式は、富山市老人福祉センターについて定

められたものの例により、別に定める。 

（使用料の免除） 

第３条 条例第８条第２項の使用料を免除する場合は、次のとおりとす

る。ただし、施設の使用者が入場料その他これに類するものを徴収す

るときは、この限りではない。 

(1) 市が主催するとき。 

(2) 別に定める事業を指定管理者が主催するとき。 



(3) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５７条第１項に規定

する公共的団体等のうち社会教育、社会福祉、自治振興等の団体が

使用するとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

（使用料の還付） 

第４条 条例第８条第３項ただし書の規定による使用料の還付の額は、

次の各号に定めるところによる。 

(1) 条例第８条第３項第１号に該当するとき。 全額 

(2) 条例第８条第３項第２号に該当するとき。 別に定める額 

（端数計算） 

第５条 前条の規定による使用料の還付の額に５円未満の端数があると

きは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、こ

れを１０円に切り上げるものとする。 

（細則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、憩いの家の管理について必要な

事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市老人憩いの家条

例施行規則（昭和５３年富山市規則第１１号）の規定に基づきなされ

た処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市規則第２９４号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年５月１７日富山市規則第４９号） 

この規則は、平成２２年６月１日から施行する。 



附 則（令和元年９月３０日富山市規則第３８号） 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 


